
           
 

社会福祉法人永光会 一般事業主行動計画 
 
 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備 
を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 
 
 
 

１．計画期間  令和 ４年４月１日 ～ 令和 ６年３月３１日 
 
 
 
２．目標と取組内容・実施時期 
 
  ①目標：育児休業を取得する職員に対し、できるだけ施設の状況を知ってもらい、

復帰後にスムーズに組織に入れるように、社内ＳＮＳを.利用しながら、情報提

供を.行う。 
 
  

②取組内容・実施時期 
 
     令和４年 ６月～ 提供する情報の内容検討。既に育児休業取得者 

からのヒアリング。 
 
     令和５年 ６月～ 社内ＳＮＳで伝える方法の検討 
 
     令和５年１１月～ 法人内で具体的な内容の検討 
 
     令和５年 ３月～ 社内ＳＮＳを活用した情報の提供 
 
      
      


